
総務文教常任委員会審査日程 
 

日 時  令和４年９月５日（月）  

    午前９時 

場 所  第２委員会室       

 

～審査内容～ 
 

１ 議案第６１号 山陽小野田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について                   （人事） 

 

２ 議案第６２号 山陽小野田市税条例等の一部を改正する条例の制定につい

て                             （税務） 

 

３ 議案第６５号 山陽小野田市議会議員及び山陽小野田市長の選挙における

選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

（選管） 





               総務文教常任委員会資料 総務部税務課 

山陽小野田市税条例等の一部を改正する条例の制定についての概要 

１ 条例改正の趣旨 

地方税法等の一部改正に伴い、山陽小野田市税条例等の規定の整備を行うもの。 

 

２ 主な改正の内容 

（１）住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）の見直し 

個人市民税における住宅ローン控除の適用について、所得税（国税）の見直しに伴

い、対象となる居住年を令和７年（改正前：令和３年）まで延長し、適用年の各年に

おいて、住宅ローン控除可能額のうち所得税額から控除しきれない額を、控除限度額

の範囲内で個人市民税額から控除する。 

※減収分は全額国費で対応。  

附則第７条の３の２  

【参考】個人住民税における控除限度額等 

 現 行 改正後 

居住年 令和３年１２月までのもの 令和７年１２月までのもの 

控除期間 １０年 １３年 

控除額計算 借入金等の年末残高の１．０％ 借入金等の年末残高の０.７％ 

住民税の 

控除限度額 
所得税の課税総所得金額等の７％ 所得税の課税総所得金額等の５％ 

※居住年のみが条例改正を伴うもの 

 

（２）上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し 

上場株式等の配当所得等に係る課税方式について、これまで所得税（国税）と個人

市民税において異なる方式が可能となっていたものを、所得税と一致させる措置を講

ずる。 

第３３条、第３４条の９、附則第１６条の３ 

【参考】上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直しのイメージ 

所得税              個人住民税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申告不要 

所得税 15％ 

（源泉徴収で課税関係が終了） 

  

0 
申告不要 

個人住民税 5％ 

（特別徴収で課税関係が終了） 

総合課税 

個人住民税 10％ － 配当控除 

総合課税 

累進税率 － 配当控除 

異なる課税方式を選択できない 

確定申告を 

不要とする 

場合 

確定申告を 

する場合 



 

 

 

（３）地域決定型地方税制特例措置（通称「わがまち特例」）の見直し 

「わがまち特例」（国の示す割合を参酌して一定の範囲内において特例割合を条例

で定める課税標準の特例措置をいう。）が講じられている「汚水廃液処理施設」及び

「下水道除害施設」に対して、国が示す特例割合等が見直されたことに伴い、本市で

定める特例割合についても次のとおり見直しを行う。 

附則第１０条の２ 

【参考】公害防止用設備に係る課税標準の特例措置 

対象資産 わがまち特例の内容 本市で定める特例割合 

汚水廃液処理施設 

固定資産税の課税標準の特例割合を、２

分の１を参酌して３分の１以上３分の

２以下の範囲内において市町村の条例

で定める割合とする。（平成３０年改正） 

改正前：３分の１を参酌して６分の１以

上２分の１以下 

２分の１ 

（国の示す参酌割合） 

改正前：３分の１ 

（平成３０年まで国の示

す参酌割合、平成３１年

以降は市の特例割合） 

下水道除害施設 

固定資産税の課税標準の特例割合を、５

分の４を参酌して１０分の７以上１０

分の９以下の範囲内において市町村の

条例で定める割合とする。 

改正前：４分の３を参酌して３分の２以

上６分の５以下 

５分の４ 

（国の示す参酌割合） 

改正前：４分の３ 

（国の示す参酌割合） 

 

（４）固定資産課税台帳の閲覧及び証明書の交付におけるＤＶ被害者等の記載住

所の見直し 

登記簿上の住所を記載することとしている固定資産課税台帳等を閲覧に供し、又は

固定資産課税台帳に記載されている事項についての証明書を交付する場合において、

登記所への申出があった場合には、ＤＶ被害者等の住所を記載せず、「住所に代わる

事項」を記載することとする。 

第１８条の４、第７３条の２、第７３条の３ 

 

（５）その他 

必要な規定の整備を行うもの。 

 

３ 施行期日 

（１）令和５年１月１日 

（２）令和６年１月１日 

（３）公布の日 

（４）民法等の一部を改正する法律（令和３年法律第２４号）附則第１条第２号に掲げ

る規定の施行の日（令和６年４月１日） 

 


